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第３章 サーベイランス  

 

第１節 準備期  

１ 目的 

感染症有事に，発生の早期探知を行い，情報収集・分析およびリスク評価を迅速に行うこ

とが重要である。そのためには，平時から感染症サーベイランスの実施体制を構築し，シス

テム等を整備することが必要である。 

このため，本市は，国および道と連携し，平時から感染症サーベイランスシステムやあら

ゆる情報源の活用により，感染症の異常な発生を早期に探知するとともに，各地域の新型イ

ンフルエンザ等の発生状況，患者の発生動向の推移，感染症の特徴や病原体の性状（病原性，

感染性，薬剤感受性等），臨床像等の情報を収集する。これらの情報を踏まえ，リスク評価

や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

 

２ 所要の対応 

1-1．実施体制 

(１) 本市は，感染症法第１２条に規定する医師の届出の提出について，医療関係団体の協  

力を得ながらその周知を図り，平時から感染症の発生動向等を把握する。国は，指定届

出機関からの患者報告や，ＪＩＨＳや衛生研究所等からの病原体の検出状況や*ゲノム情

報等の報告がなされる体制を整備する。 

(２) 国は，都道府県等からの報告とＪＩＨＳによるリスク評価に基づき，速やかに有事の

感染症サーベイランスの実施体制に移行できるよう，平時から必要な準備を行う。 

(３) 国およびＪＩＨＳは，平時から都道府県等への感染症サーベイランスに係る技術的な

指導および支援や人材育成を実施するとともに，訓練等を通じて有事における都道府県

等の感染症サーベイランスの実施体制について評価・検証を行う。 

 

1-2．平時に行う感染症サーベイランス 

(１) 本市は，平時から，季節性インフルエンザや新型コロナ等の急性呼吸器感染症につい

て，指定届出機関における患者の発生動向や入院患者の発生動向等の複数の情報源から

流行状況を把握する。 

(２) 本市は，道およびＪＩＨＳ等と連携し，インフルエンザウイルスの型・亜型，感染症

の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等）を平時から把握するとともに，

感染症サーベイランスシステムを活用し，発生状況について共有する。 

(３) 本市は，ワンヘルス・アプローチの考え方に基づき，ＪＩＨＳ，道，国立研究開発法

人農業・食品産業技術総合研究機構，国立研究開発法人国立環境研究所等と連携し，家

きんや豚および野生動物のインフルエンザウイルス等の保有状況を把握し，新型インフ

ルエンザ等の発生を監視する。 

また，医療機関から鳥インフルエンザ等の動物由来インフルエンザに感染したおそれ

のある者について保健所に情報提供があった場合には，関係者間で情報共有を速やかに

行う体制を整備する。 
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(４) 本市は，道やＪＩＨＳ等と連携し，新型インフルエンザ等の発生を想定した訓練等を

通じ，感染症サーベイランスシステムを活用した疑似症サーベイランスによる新型イン

フルエンザ等の早期探知の運用の習熟を図る。 

 

1-3．人材育成および研修の実施 

本市は，国等が実施する感染症対策・感染症検査等に関する研修会や実地疫学専門家養

成コース（ＦＥＴＰ－Ｊ)等に保健所職員等を継続的に派遣するなどして，感染症サーベイ

ランスに関係する人材の育成と確保を行う。 

 

1-4．ＤＸの推進 

国およびＪＩＨＳは，平時から，感染症流行に関する情報を効率的かつ迅速に収集する

とともに，有事における迅速な感染症危機管理上の判断および重症度等の感染症対策に資

する情報収集が可能となるよう，ＤＸを推進する。 

本市は，指定届出機関等が発生届等を提出する場合に，電磁的な方法による提出を促進

する。 

 

1-5．分析結果の共有 

本市は，国から感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等），ゲノ

ム情報，臨床像等の情報等のサーベイランスの分析結果の提供を受けた場合には，分析結

果に基づく正確な情報を市民等に分かりやすく提供・共有する。 
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第２節 初動期  

１ 目的 

国内外における感染症有事（疑い事案を含む。）の発生の際に，発生初期の段階から各地

域の感染症の発生状況や発生動向の推移を迅速かつ適確に把握し，感染症の特徴や病原体の

性状（病原性，感染性，薬剤感受性等），臨床像等に関する情報の収集を迅速に行う必要が

ある。 

国は，初動期では，感染症サーベイランスの実施体制を強化し，早期に探知された新型イ

ンフルエンザ等に関する情報の確認を行い，リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につ

なげる。 

本市は，国の動きを踏まえ，必要なサーベイランスを実施するとともに，国から共有され

た情報を市民等に迅速に提供する。 

 

２ 所要の対応 

2-1．実施体制 

国は，ＪＩＨＳと連携し，新型インフルエンザ等の発生時に，初期段階のリスク評価に

基づき，有事の感染症サーベイランスの実施体制への移行について判断し，実施体制の整

備を進める。 

 

2-2．リスク評価 

2-2-1．有事の感染症サーベイランスの開始 

本市は，準備期から実施している感染症サーベイランスを継続するとともに，新たな感

染症の発生が探知され，国から感染症法第１４条第７項に基づく通知を受けた場合には，

当該感染症に対する疑似症サーベイランスを開始する。また，国は，都道府県等，ＪＩＨ

Ｓならびに関係機関と連携し，新型インフルエンザ等の患者の*全数把握をはじめとする患

者発生サーベイランス等の強化により，患者の発生動向等の迅速かつ適確な把握を強化す

る。 

また，感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等），臨床像や治療

効果，国民の抗体保有状況等の必要な知見を得るため，入院者数や重症者数の収集（入院

サーベイランス）および病原体ゲノムサーベイランスを行う等有事の感染症サーベイラン

スを開始する。 

新型インフルエンザ等に感染したおそれのある者から採取した検体を*地方衛生研究所等

において，亜型等の同定を行い，ＪＩＨＳは，それを確認する。 

 

2-2-2．リスク評価に基づく感染症対策の判断および実施 

国は，都道府県等およびＪＩＨＳと連携し，感染症サーベイランスで収集した情報等を

踏まえた初期段階でのリスク評価に基づき，感染症対策を迅速に判断し，実施する。 
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2-3．感染症サーベイランスから得られた情報の共有 

本市は，国から共有された感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性

等），ゲノム情報，臨床像等の情報とともに，感染症の発生状況等や感染症対策に関する

情報を，市民等へ迅速に提供・共有する。 

なお，情報等の公表を行うに当たっては，まん延防止への寄与，個人が特定されること

のリスク等を総合的に勘案して，個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。 
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第３節 対応期  

１ 目的 

国は，強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により，各地域の新型インフル

エンザ等の発生状況や発生動向の推移，感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬

剤感受性等），臨床像や治療効果，国民の抗体保有状況等に関する情報を収集し，リスク評

価や感染症危機管理上の意思決定につなげる。 

また，新型インフルエンザ等の発生状況に応じ，適切な感染症サーベイランスの実施体制

の検討や見直しを行う。 

本市は，国の方針を踏まえるとともに，地域の実情に応じて，適切にサーベイランスを実

施する。 

 

２ 所要の対応 

3-1．実施体制 

国は，ＪＩＨＳと連携し，新型インフルエンザ等に関する情報収集を迅速に実施できる

よう，リスク評価に基づき，有事の感染症サーベイランスの実施体制を整備する。 

また，新型インフルエンザ等の発生状況に応じ，感染症サーベイランスの実施方法の必

要な見直しを行い，適切な感染症サーベイランスの実施体制の検討や見直しを行う。 

 

3-2．リスク評価 

3-2-1．有事の感染症サーベイランスの実施 

国は，都道府県等およびＪＩＨＳと連携し，新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床

像等の情報を把握するため，退院等の届出の提出を求める。また，国は，都道府県等およ

びＪＩＨＳ，関係機関と連携し，国内の新型インフルエンザ等の発生状況や発生動向の推

移，感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等），臨床像等について，

流行状況に応じたサーベイランスを実施する。 

なお，国内の患者数が増加し，新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床像等の情報や

科学的知見が蓄積された時点では，患者の全数把握は，その意義が低下するとともに，医

療現場や保健所等の負担も過大となる。このため，国は，医療機関からの患者報告による 

*定点把握でも感染動向の把握が可能となった際には，患者数の増加に伴う医療機関や保健

所等の業務負担も考慮し，患者の全数把握の必要性を再評価し，定点把握を含めた適切な

感染症サーベイランスの実施体制を検討し，適切な時期に移行を実施するため，本市も国

の方針に準じて，適切に移行する。 

また，本市は，国が実施する感染症サーベイランスのほか，必要に応じ，地域の感染動

向等に応じて，独自に判断して感染症サーベイランスを実施する。 

 

3-2-2．リスク評価に基づく感染症対策の判断および実施 

国は，都道府県等およびＪＩＨＳと連携し，感染症サーベイランスで収集した情報等を

踏まえたリスク評価に基づく感染症対策を迅速に判断および実施する。また，流行状況や

リスク評価に基づき，柔軟かつ機動的に感染症対策を切り替える。 
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3-3．感染症サーベイランスから得られた情報の共有 

本市は，国から感染症の特徴や病原体の性状（病原性，感染性，薬剤感受性等），ゲノ

ム情報，臨床像等の情報が共有された場合には，市民等へ新型インフルエンザ等の発生状

況等とともに迅速に提供・共有する。 

特に新型インフルエンザ等対策の強化または緩和を行う場合等の対応においては，国に

よるリスク評価に基づく情報を共有し，各種対策への理解・協力を得るため，市民等の意

見や関心を踏まえつつ，不安の軽減や理解の促進に資するよう，可能な限り科学的根拠に

基づいて分かりやすく情報を提供・共有する。 

なお，情報等の公表を行うに当たっては，まん延防止への寄与，個人が特定されること

のリスク等を総合的に勘案して，個人情報やプライバシーの保護に十分留意する。 


